
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

金 曜 日

号
外
第
十
九
号

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
公
印
の
作
成	

一

○
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
区
域
指
定
の
一
部
改
正
等	

一

○
山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一

	

二

　

部
改
正

○
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
の
一
部
改

	

三

　

正

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
山
梨
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令	

四

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

四

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

五

○
山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

五

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
九
十
六
号

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
山

梨
県
知
事
印
を
当
該
各
号
の
と
お
り
作
成
し
、平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

一　

山
梨
県
知
事
印
（
第
二
）

　
　

印
影

　
　
　

十
四　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
用

　
　
　

十
五　

子
育
て
支
援
局
用

二　

山
梨
県
知
事
印
（
第
四
）

　
　

印
影

　
　
　

十
四　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
用

　
　
　

十
五　

子
育
て
支
援
局
用

山
梨
県
告
示
第
九
十
七
号

　

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
区
域
指
定
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
な
お
、
動
物
の
飼
養
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
号
）
は
、
平
成
三

十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　

表
中
甲
府
市
の
項
を
削
り
、
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
の
項
「
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
」
を
「
西
八
代

郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

南
巨
摩
郡
身
延
町

身
延
の
う
ち
字
東
谷　

西
谷　

町
方



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

二

山
梨
県
告
示
第
九
十
八
号

　

山
梨
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　

1
の
表
そ
の
他
の
機
械
器
具
又
は
設
備
の
項
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
「

繊
維

（	
ニ
ッ
ト

製
品
及

び
そ
の

原
材
料

を
除
く

。
）

そ
の
他

の
試
験

1
試
料

耐
水
度
試
験

5
9
0
円

素
材、

機
械、
電
子
及

び
化
学

材
料
試

験

（表
面
分
析

試
験

）

1
試
料

表
面
分
析

深
さ
方
向
分
析

1
6
,3
9
0
円

2
9
,5
1
0
円

エ
ッ
ク

ス
線
回

析
試
験

1
試
料

エ
ッ
ク
ス
線
回
析
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

2
,3
3
0
円

5
,7
2
0
円

7
,8
0
0
円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

1
試
料

1
成
分

複
成
分

1	9	,		8	1	0	円
2	4	,		7	6	0	円

2
の
表
中

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
面
線

定
性
分

析

）

を

	
非
破
壊

試
験

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
透
過
試
験

装
置
に
よ
る
像
観
察

	
	
8
6
0
円

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

4
,9
7
0
円

1
件

エ
ッ
ク
ス
線
Ｃ
Ｔ
装
置

に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
試
験

（高
分
解
能

）

1	2	,		7	9	0	円

1
件

マ
イ
ク
ロ
フ
ォ

カ
ス

エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置

に
よ
る
像
観
察

1
,0
1
0
円

化
学
試

験

（Ｉ
Ｃ
Ｐ
発

光
分
光

法
に
よ

る
定
量

分
析

）

1
測
定

測
定
波
長
領
域

1	9	0ｎ
ｍ

〜8	0	0
ｎ
ｍ
1	2	0ｎ

ｍ

〜8	0	0
ｎ
ｍ

6
,4
2
0
円

8
,7
5
0
円



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

三

そ
の
他

の
試
験

1
測
定

熱
特
性
分
析
試
験

3
,0
5
0
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

」

「

素
材、
機
械、
電
子
及

び
化
学

エ
ッ
ク

ス
線
回

折
試
験

1
試
料

エ
ッ
ク
ス
線
回
折
装
置

に
よ
る
分
析

定
性
分
析

応
力
測
定

2	,		3		3		0
円

5	,		7		2		0
円

7	,		8		0		0
円

電
子
顕

微
鏡
試

験

（電
子
顕
微

鏡

（Ｅ
Ｐ
Ｍ
Ａ

）に
よ

る
面
線

定
性
分

析

）

1
試
料

1
成
分

複
成
分

1		9	,		8		1		0	円
2		4	,		7		6		0	円

　　

に
改
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
九
十
九
号

　

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
（
平
成
四
年
山
梨
県
告

示
第
百
十
五
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　

「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
六
号
」
を

「
第
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
並
び
に
第
七
条
第
一
項
第
九
号
」
に

改
め
、
一
㈢
1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

１	　

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
富
士
吉
田
線
及
び
西
宮
線
の
起
点
か
ら
終
点
ま
で
の
区

間
の
用
地
並
び
に
そ
の
用
地
の
両
側
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
（
甲
府
市
及
び
平
成
二
十

六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号
に
お
い
て
景
観
保
全
型
広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ

れ
た
横
町
バ
イ
パ
ス
地
区
及
び
富
士
見
バ
イ
パ
ス
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）

　

一
㈢
4
及
び
5
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

4
	　

一
般
国
道
百
三
十
八
号
の
う
ち
同
一
般
国
道
の
起
点
か
ら
同
一
般
国
道
と
富
士
吉
田
市
と

南
都
留
郡
山
中
湖
村
の
境
界
と
の
交
点
ま
で
の
区
間
の
用
地
及
び
そ
の
用
地
の
富
士
山
側
千

メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号
に
お
い
て
景
観
保

全
型
広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
横
町
バ
イ
パ
ス
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）

　
　
　

5
	　

一
般
国
道
百
三
十
九
号
の
う
ち
南
都
留
郡
鳴
沢
村
大
字
前
丸
尾
八
千
五
百
三
十
一
番
の
一

地
先
か
ら
一
般
国
道
百
三
十
七
号
の
起
点
ま
で
の
区
間
の
用
地
及
び
そ
の
用
地
の
富
士
山
側

千
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号
に
お
い
て
景
観

保
全
型
広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
横
町
バ
イ
パ
ス
地
区
の
区
域
並
び
に
平
成
二
十

九
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号
に
お
い
て
景
観
保
全
型
広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ

た
富
士
登
山
道
線
地
区
及
び
イ
ン
タ
ー
線
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）

　

一
㈢
8
中
「
二
、
四
七
六
番
の
一
」
を
「
二
千
四
百
七
十
六
番
の
一
」
に
、
「
一
、
八
九
九
番
の

四
」
を
「
千
八
百
九
十
九
番
の
四
」
に
改
め
、
一
㈢
9
中
「
地
域
」
の
下
に
「
（
甲
府
市
の
区
域
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
一
㈢
10
中
「
五
八
八
番
の
二
七
」
を
「
五
百
八
十
八
番
の
二
十
七
」
に
、
「
七

六
五
番
の
一
」
を
「
七
百
六
十
五
番
の
一
」
に
改
め
、
「
地
域
」
の
下
に
「
（
甲
府
市
の
区
域
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
一
㈢
11
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

11	　

東
海
自
然
歩
道
の
起
点
か
ら
終
点
ま
で
の
区
間
の
用
地
及
び
そ
の
用
地
の
両
側
五
百
メ
ー

ト
ル
以
内
の
地
域
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号
に
お
い
て
景
観
保
全
型

広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
横
町
バ
イ
パ
ス
地
区
及
び
富
士
見
バ
イ
パ
ス
地
区
の
区

域
並
び
に
平
成
二
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号
に
お
い
て
景
観
保
全
型
広
告
規
制
地

区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
富
士
登
山
道
線
地
区
及
び
イ
ン
タ
ー
線
地
区
の
区
域
を
除
く
。
）

　

一
㈢
13
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

13	　

県
道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線
の
う
ち
南
ア
ル
プ
ス
市
大
字
寺
部
字
村
附
二
千
四
百
六
十

四
番
の
一
地
先
か
ら
中
央
市
大
字
成
島
字
中
田
千
二
百
七
十
三
番
地
先
ま
で
の
区
間
の
用
地

及
び
そ
の
用
地
の
両
側
二
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
（
中
央
市
医
大
南
部
土
地
区
画
整
理
事

業
に
定
め
ら
れ
た
大
規
模
商
業
集
積
区
域
を
除
く
。）

　

一
㈢
14
中
「
一
三
〇
番
の
一
」
を
「
百
三
十
番
の
一
」
に
、「
一
六
三
二
番
」
を
「
千
六
百
三
十
二

番
」
に
改
め
、
一
㈢
15
中
「
地
域
」
の
下
に
「（
甲
府
市
の
区
域
を
除
く
。）」
を
加
え
、
一
㈢
16
中
「
二

五
八
五
番
の
二
〇
〇
」
を
「
二
千
五
百
八
十
五
番
の
二
百
」
に
、「
二
七
七
四
番
の
六
二
」
を
「
二
千

七
百
七
十
四
番
の
六
十
二
」
に
改
め
、
一
㈢
17
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

17	　

一
般
国
道
百
三
十
七
号
の
う
ち
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
河
口
字
湖
辺
官
有
無
番
地

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

四

先
か
ら
同
町
大
字
河
口
字
御
坂
山
二
千
四
百
九
十
一
番
の
一
地
先
ま
で
の
区
間
の
用
地
及
び

そ
の
用
地
の
両
側
二
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
七

号
に
お
い
て
景
観
保
全
型
広
告
規
制
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
た
新
倉
ト
ン
ネ
ル
西
側
地
区
の

区
域
を
除
く
。
）

　

一
㈢
18
中
「
四
九
八
六
番
の
一
四
二
〇
」
を
「
四
千
九
百
八
十
六
番
の
千
四
百
二
十
」
に
、
「
三
五

四
五
番
の
一
」
を
「
三
千
五
百
四
十
五
番
の
一
」
に
改
め
、
一
㈣
中
「
、
次
の
と
お
り
」
を
「
、
塩

山
駅
の
駅
前
広
場
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
に
示
す
区
域
」
に
改
め
、
一
㈣
1
及
び
2
を
削
り
、
一
㈣
中

「
、
中
北
建
設
事
務
所
（
一
㈣
1
の
区
域
に
限
る
。
）
」
及
び
「
（
一
㈣
2
の
区
域
に
限
る
。
）
」
を

削
る
。

　
　
　
　
　
　

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

山
梨
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「地
域
創
生

　

別
表
第
一
の
1
の
表
中
「地

域
創
生
・
人
口
対
策
課　
　
　
　
　
　
　

｜地
創

　

」
を　

外
国
人
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
リ
ン
ピ

・人
口
対
策
課

受
入
支
援
課

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
課

地
創

　
　
　
　

「国
保
援
護
課

外
受

　
　

に
、　
　

　
　
　
　
　
　
　
子
育
て
支
援
課

オ
パ
推

」	

国
援

　
　
　

を
「国

保
援
護
課

子　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「健
康
増
進
課

国
援

」
に
、
「健

康
増
進
課　

｜健　

」
を　

子
育
て
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
ど
も
福
祉
課

　
　
　
　
　

「工
事
検
査
課

健　
　
　
　
　
　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・

子
政

　

に
、

　
　
　
　
　
　

リ
ニ
ア
環
境
未
来

子
福

」

　
　
　
　
　
　

子
ど
も
の
心
の
ケ

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室

都
市
推
進
室

ア
総
合
拠
点
整
備
室

出
工

オ
パ
推

　
　
　
　
　

を
「工

事
検
査
課

　
　
　
　
　
　
　
　

｜出
工

　

」
に
改

リ
環
推

子
心
ケ

」

め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「富
士
・
東
部
保
健
所　
　
　
　
　
　
　
富
東
保　
　
　

「富
士
・
東
部
保

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
性
相
談
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
相　
　
　
　
　
障
害
者
相
談
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
央
児
童
相
談
所　
　
　
　
　
　
　
　
中
児
相　
　
　
　
精
神
保
健
福
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
留
児
童
相
談
所　
　
　
　
　
　
　
　
都
児
相　
　
　
　
あ
け
ぼ
の
医
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
陽
学
園　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

			甲
陽　
　
　
　
　
育
精
福
祉
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー

　
こ
発
セ　
　
　
　
富
士
ふ
れ
あ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

障
害
者
相
談
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
相　
　
　
　
　
衛
生
環
境
研
究

　

別
表
第
一
の
2
の
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
精
保　
　
　
　
　
食
肉
衛
生
検
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ

ー

　
　
　
あ
け
ぼ
の　
　
　
動
物
愛
護
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

育
精
福
祉
セ
ン
タ

ー　
　
　
　
　
　
　

育
精　
　
　
　
　
女
性
相
談
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
富
士
ふ　
　
　
　
中
央
児
童
相
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衛
生
環
境
研
究
所　
　
　
　
　
　
　
　
衛
環
研　
　
　
　
都
留
児
童
相
談

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食
肉
衛
生
検
査
所　
　
　
　
　
　
　
　
食
検　
　
　
　
　
甲
陽
学
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ

ー　
　
　
　
　

動
指

　
　

」　
　

こ
こ
ろ
の
発
達

健
所　
　
　
　
　
　
　
富
東
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
相



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
九
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

五

セ
ン
タ

ー　
　
　
　
　

精
保

福
祉
セ
ン
タ

ー　
　
　

あ
け
ぼ
の

タ

ー　
　
　
　
　
　
　

育
精

　
　
　

セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
富
士
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

所　
　
　
　
　
　
　
　
衛
環
研

　
　
　

所　
　
　

　
　
　
　
　

食
検

　
　
　
　

セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
動
指

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
相

所　
　
　
　
　
　
　
　
中
児
相

所　
　
　
　
　
　
　
　
都
児
相

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
陽

総
合
支
援
セ
ン
タ

ー

　
こ
発
セ

　

」

　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
及
び
第
十
二
条
の
四
第
一
項
」
を
「
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二

条
の
五
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

副
所
長
」
の
下
に
「
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
副
所
長
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
九
号
中
「
及
び
富
士
山
科
学
研
究
所
」
を
「
、
富
士
山
科
学
研
究
所
及
び
こ

こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
か
ら

第
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

子
育
て
支
援
局
専
用
の
知
事
印
及
び
部
長
印　

子
育
て
支
援
局
子
育
て
政
策
課
の
課
長

　

第
八
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二	　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
専
用
の
知
事
印
及
び
部
長
印　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
課
の
課
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十
三　

防
災

　

別
表
知
事
印
の
項
中
「
十
三　

防
災
局
用　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

十
四　

オ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
五　

子
育

局
用

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
用　

に
改
め
る
。

て
支
援
局
用　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

労
働
委
員
会
事
務
局　
　

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
部
長
（
リ
ニ
ア
交
通
局
、
防
災
局
」
を
「
部
長
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
、
リ
ニ
ア
交
通
局
、
防
災
局
、
子
育
て
支
援
局
」
に
、
「
十
一
人
（	

リ
ニ
ア
交

通
局
」
を
「
十
一
人
（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
、
リ
ニ
ア
交
通
局
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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甲
府
市
丸
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内
一
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目
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二
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日

六


